
 1 

総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 原子力小委員会 

放射性廃棄物ワーキンググループ（第２６回会合） 

 

日時 平成28年３月29日（火）10：00～11：56 

場所 経済産業省 本館17階 第１特別会議室 

 

○小林放射性廃棄物対策課長 

 おはようございます。定刻になりましたので、総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科

会原子力小委員会第26回放射性廃棄物ワーキンググループを開催いたします。 

 本日もご多忙のところ多くの委員にご参加をいただきまして、誠にありがとうございます。 

 委員の出席状況でございます。本日は伴委員がご都合により欠席でございます。また、辰巳委

員は交通事情で若干遅れて到着ということでございます。 

オブザーバーは、原子力発電環境整備機構の近藤理事長及び西塔専務理事、並びに電気事業

連合会から廣江副会長兼最終処分推進本部長にご参加をいただきます。 

 次に資料の確認をさせていただきます。配付資料一覧に続きまして、議事次第、委員名簿、資

料１としましてＮＵＭＯの提出資料。それから参考資料でございます。右肩に参考資料１と書い

てあります、前々回１月のこのワーキングでの資料の抜粋の資料、縦長のものでございます。そ

れから参考資料２、こちらはこの数カ月のエネ庁及びＮＵＭＯの対話活動の状況を簡単にまとめ

たものでございます。もしお時間があれば少し最後にご紹介をしたいと思います。それから、そ

れに関連しまして、ＮＵＭＯの方で、学校教育における最終処分問題の取り扱いということで、

学校関係者と一緒に教材開発などに取り組んでまいりましたけれども、その今年度の暫定的な成

果物ということで幾つかの参考、席上のみで恐縮ですけれども配付をしてございます。それから、

こちらのワーキングでの中間取りまとめ、２年前の中間取りまとめも席上のみ参考資料として配

付をさせていただいております。 

配付資料は以上でございます。もし過不足があれば事務局のほうまでと思いますが、よろし

いでしょうか。 

 それでは、以後の議事進行を増田委員長にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○増田委員長 

 それではお手元の議事次第に従って進めてまいりますが、終了予定時刻は12時を予定しており

ます。よろしくお願いします。 

今日今日の議題は、科学的有望地提示後の地域対話の進め方等についてということでありま
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す。この点につきまして、前回２月のワーキングでＮＵＭＯの方から基本的な考え方を説明して

いただきました。その際、委員の皆さん方から様々なご指摘をいただいております。改めてそれ

を踏まえて考え方を整理していただきました。宿題返しという意味も含めて考え方を整理してい

ただきました。 

また前回は、社会科学的観点について具体的にどのような考慮事項があるのか、網羅的に検

討して、ＮＵＭＯの考え方を示してほしいという意見もありましたので、この点についてもあわ

せてＮＵＭＯの考え方を整理していただいたところであります。 

その説明をＮＵＭＯの方からもしていただきますけれども、もう一度、確認で、このワーキ

ングの当面の目標を振り返っておきたいと思うんですが、お手元に参考資料、縦長になります、

参考資料１というものが配付されているかと思います。縦長の資料ですが、その資料の上のほう

にスライドで１ページ目のものがございます。 

この資料の右のほうですけれども、赤い点線で赤囲いになっていますこの３点、地域対話の

進め方の具体化、地域支援のあり方検討、それから社会科学的観点の扱い、この３つがありまし

て、本ワーキングで今春、今年の春までに検討、考え方を整理と、こういうふうに書かれている

かと思います。こういうタイムフレームでこの項目についてやっていくということが、このワー

キングでの合意ということであります。 

今回はこのうち、地域対話の進め方の具体化、２回目になりますが、これと、それから３点

目の社会科学的観点の扱い、こちらを今日取り上げるということになりますので、確認でありま

すがこういう状況になっているということを申し上げました。 

それではこれ以降、ＮＵＭＯのほうから２点について説明していただきたいと思います。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

○西塔専務理事 

それでは、お手元の資料に基づきましてご説明をさせていただきたいと思います。 

１枚めくっていただきまして、今日お話をする中身、全体構成でございますが、まず対話活

動でございます。前回、ステップ１から４ということでご説明をさせていただいておりますが、

今回、再度整理を、若干具体化させていただいております。その話をする前に、ＮＵＭＯとして

の基本姿勢でありますとか、有望地提示までにＮＵＭＯが準備しておくべきことについても触れ

させていただきたいと思います。 

それから大きなⅡといたしまして、今、委員長からもお話がございましたけれども、社会科

学的観点に関するＮＵＭＯの考え方をまとめましたので、ご説明をさせていただきたいと思いま

す。 
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２ページ目でございますが、前回のワーキンググループでいただいた主なご意見ということ

で、まとめさせていただいております。 

有望地の提示までに、どこにどういう情報があるのか、しっかりと整理、提示すべきである

というお話がございました。それからステップ１～４に関しましては、もう少し具体的に示すべ

きだというお話がございました。それから対話活動については、地域ごとに進捗が異なるのでは

ないか。それから学会の関係者など第三者の立場の関与が必要ではないか。それから地域共生の

話が重要ではないか。それからプロセスの公正さの確保のご指摘。それから社会科学的観点につ

いては全体を整理してほしいというお話がございました。 

今日のこの資料でございますが、今後の対話活動にも反映をさせていただきたいと思ってお

ります。よりよくしていくためにはどのようにしたらいいのか、忌憚のないご意見をいただけれ

ばと考えております。 

１枚めくっていただきまして、もう１枚めくっていただきまして、４ページ目でございます。 

まず対話活動に関するＮＵＭＯとしての基本姿勢でございます。一人でも多くの方々にこの

事業に対し関心を持っていただくために、国民や地域の方々と丁寧な対話活動を積み重ねていき

たいと考えております。科学的有望地の提示それ自体が、この事業に対する国民の皆様の関心や

理解が深まっていくその契機になろうかと思っております。ＮＵＭＯといたしましては、そうい

う状況の中で、以下の方針で丁寧な対話活動に取り組んでいきたいと思っております。 

「まずは」ということでございますが、この問題の所在、あるいは事業の性格でありますと

か、概要、これについて知っていただくということが非常に重要かと考えております。今までも

いろいろと対話活動に取り組んできたわけでございますが、やはり引き続きと言いますか、そも

そもなじみのない方が多いという基本的な認識に立ちまして、科学的有望地の提示後も基本的な

ところから、あるいはともに考えていただく、そういう姿勢でしっかりと説明をしていきたいと

思います。その際、これまでの対話活動の中で寄せられました、本当に日本でそういうことがで

きるのか、地層処分に適した場所があるのか、そういうご指摘があったわけでございますが、有

望地の提示によりまして、より具体性を持った形でわかりやすく説明ができるのではないかとい

うふうに考えております。そうした説明を契機といたしまして、少しでも関心を持っていただけ

る方々があらわれることを期待したいと考えております。 

その上でより詳しく知りたい、勉強したいという方々に対しましては、例えば勉強会の支援

でありますとか、講師の派遣でありますとか、関連施設の見学会でありますとか、さまざまな支

援メニューを検討し、提供していきたいと考えております。 

そうした活動の中で、文献調査の受け入れの可能性も視野に、主体的に学習を進めようとい
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うグループが生まれてくることを期待したいと考えております。その上で、そうした活動が地域

の中で徐々に広がっていくように、ＮＵＭＯといたしましても最大限努力をしていきたいと、支

援をしていきたいと考えております。 

最後のポツでございますが、これは全国レベルの対話活動ということでございまして、この

事業実現が社会全体の利益であるという認識が広がるように、これが尊敬の念でありますとか、

感謝の念のベースになるわけでございます。引き続き国とともに全国レベルでの対話活動に取り

組んでいきたいと思っております。 

「なお」以下でございますが、これは国に対する要望ということでございます。有望地公表

後には全国各地でＮＵＭＯの対話活動を行っていくわけでございますが、ぜひ自治体の理解と協

力が得られるように、国のほうからも実際にお話をいただければというふうに考えております。 

それから１枚めくっていただきまして、５ページ目でございます。前回もご指摘がございま

したが、有望地提示までにＮＵＭＯとして準備をしておくべきことをまとめさせていただいてお

ります。 

１番でございますが、どこにどういう情報があるのかということをしっかり整理して、しっ

かり発信をすべきであるという声に対応いたしまして、ホームページが中心となろうかと思いま

すが、関連する情報を充実させていきたいと思います。 

まず地層処分を選択するに至った経緯、なぜ地層処分なのかと。それから諸外国における取

り組みの状況。それから地下の安定性でありますとか、地層処分事業で考慮すべきリスクとそれ

に対する安全確保策といったものについて、しっかりと整理した形で、ホームページ上で提供し

ていきたいと思っております。 

（２）でございますが、パンフレット等の広報素材でございます。国民の皆様の知識や関心

の違いに対応いたしまして、複数の種類を準備したいと考えております。それからマスメディア、

マスコミから積極的に報道していただくということのために、マスメディアへの積極的な情報提

供を行っていきたいと思います。 

２番目、対話活動の進め方の具体的な提示でございます。こういう形で有望地が公表された

後には、こういう手順で、このような形で地域に入って対話活動を行うんだということについて、

あらかじめ予見可能性を持っていただくという観点から、このワーキングでの議論などを踏まえ

まして対話活動計画というものを有望地公表までに作成をし、公表をしたいというふうに考えて

おります。 

それから３番目でございますが、これは電気事業者との緊密な連携強化と体制整備というこ

とでございます。今後、地域対話の本格化に備えて体制強化を図っていきたいというふうに考え
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ております。 

６ページ目でございます。有望地提示後の地域との対話の流れということでございます。 

前回の説明では、第１ステップから第４ステップまでの４段階でご説明をさせていただいた

ところでございますが、前回のご議論を踏まえまして、よりわかりやすいといいますか、簡素化

された形で、従来で申し上げますと第１ステップと第２ステップを統合した形で、今回、第１ス

テップということで整理をさせていただいております。 

したがいまして、全体、第１ステップから第３ステップというふうになるわけでございます

が、この３段階のステップそのものは、地域における対話の熟度に応じまして、それぞれ進むタ

イミングは異なるものと認識をしております。 

第１ステップでございますが、これはまず知っていただく、それから関心を持っていただく

という段階でございます。有望地を中心といたしまして、全国各地で説明会などを実施したいと

思っております。その中で問題の存在でありますとか、この事業の性格、概要、処分地選定の進

め方等について情報提供を行っていきたいと思っております。こうした情報提供を通じまして、

少しでも関心を持っていただける方々があらわれることを期待いたしまして、全国各地で繰り返

し活動をしていきたいと考えております。 

その上で、より詳しく知りたい、考えたいという方のためには、先ほどもちょっと申し上げ

ました勉強会の支援等々の支援メニュー、従来からも実施しておりますが、より拡充されたもの

を検討し、提供していきたいというふうに考えております。具体的な内容については、全国各地

で一通り情報提供を行った段階で準備をしていきたいと考えております。 

それから※のところでございますが、第三者の関与というお話がございましたが、ＮＵＭＯ

以外の立場の方の意見も聞けるよう、さまざまな分野の専門家の協力も求めていきたいと考えて

おります。 

第２ステップでございます。これは前回、第３ステップということでご説明させていただい

たところでございます。これは地域の中の団体といいますか、地域に根差した活動を行っている

団体等において、第１ステップで検討いたしましたさまざまな支援メニューを使っていただいて

主体的に学習を深めていただく、そういう段階でございます。 

その団体におかれては、処分事業を通じた地域の持続的発展、あるいは文献調査期間中の対

話の場のあり方の検討等を行っていただくと。一方でＮＵＭＯといたしましても、例えば地域共

生策を説明するなど、じっくりと対話活動を進めていきたいと思っております。 

それから第３ステップでございますが、第２ステップでのそうした学習の場、学習の機会、

これが地域の中で広がっていくイメージでございます。地域の中で広がっていくようにＮＵＭＯ
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としてもしっかり取り組み、支援をしていきたいと考えております。 

具体化は、どのような形で広がりを進めていくのかというのはこれからの検討課題でござい

ますが、ステップ１、ステップ２の中で検討していきますが、基本的なイメージでございますが、

専門家にも関与していただきながら、まずは地域の多様な立場の方々にご参加いただくと。それ

から透明性を持って進めていただくということが大事かというふうに考えております。 

このステップにおきましては、ぜひとも国、これは資源エネルギー庁及び原子力規制委員会

にぜひお願いをしたいと思っておりますが、適切に関与をしていただきたいと考えております。 

１枚めくっていただきまして７ページ目でございます。 

従前から使わせていただいている資料でございますが、今回も第１ステップから第３ステッ

プということで整理をさせていただいておりますので、そのステップを割り込ませていただいて

おります。繰り返しになりますが、第１ステップ、情報提供、第２ステップ、主体的な学習、第

３ステップ、地域全体への広がりということでございまして、一番ベースのところで全国的な取

り組みというものは継続的に組んでいくということでございます。 

８ページ目でございますが、この緑の中の第１から第３ステップをより具体的に詳しく模式

的にあらわしたのが８ページ目の資料でございます。 

これも繰り返しになりますが、下から順に第３ステップまで進むわけでございますが、地域

によって、熟度によって進むタイミングが違ってまいります。第１ステップでお伝えしたい中身

としては、必要性とか重要性とか安全性といった基本的なところから、文献調査等の今後の３段

階の調査の進め方、首長の同意なしで進まないと。それから科学的有望地の選定について、目的、

その結果、理由についてご説明させていただきたいと。より詳しく伺いたい方には勉強会支援を

させていただきますということを伝えたいと思っております。 

第２ステップでございますが、この場では一緒に考えていただくということかなと思ってお

ります。例えば安全性について一緒に考えていただくと。それから２番目のポツでございますが、

地域共生の可能性、あるいは文献調査期間中における対話の場、それから経済社会影響調査のあ

り方等についても地域の方々と一緒に考えていきたいと考えております。 

３番目のポツでございますが、そうした地域における学習に資するように、地域の方の関心、

あるいは求めに応じて、ＮＵＭＯとしても例えば地域共生策などについてもしっかりと情報提供

をさせていただきたいと。 

そうした活動を広げていきたいと思っておりまして、その形が第３ステップということにな

るわけでございます。これは後ほど申し上げますが、文献調査期間中の対話の場の前段階となる

ような、それに結びついていくようなものというふうに第３ステップについては考えておるわけ
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でございます。 

それから１ページめくっていただきまして９ページ目でございます。 

これは参考でございますが、文献調査の進め方ということでございまして、前回も若干ご説

明させていただいておりますけれども、法定要件をまず評価し、それを満たしたものについて、

左側の技術的検討、それから経済社会的検討から総合的に評価をし、概要調査地区を選んでいく

と。そのプロセスが対話活動、文献調査ということになるわけでございます。最終的に経産大臣

に私どもから申請を行いまして、経産大臣から地域の市町村長、都道府県知事の意見を聴取し、

反対の場合には次の段階に進まないということにさせていただいているわけでございます。 

上の四角の中でございますが、特に３番目の黒丸でございます。ここに先ほども少し言及い

たしましたが、原子力規制委員会への希望を書かせていただいております。例えば安全確保上、

少なくとも考慮されるべき事項を順次示していただくでありますとか、あるいは対話の場で住民

との意見交換に参加していただくなど、できるだけ積極的にプロセスに関与していただくことを

ＮＵＭＯとして期待をいたしたいと思います。 

それから10ページ目でございます。これも前回のご議論を踏まえまして修正をさせていただ

いております。 

基本的な目的については、安全確保でありますとか、地域経済の影響とか、関連情報を地域

の方々と共有し対話をすることで理解を深めていただく場であるということ。それから自治体の

関与や参画メンバー、ＮＵＭＯの関わり方等については、当該自治体、県のレベルなのか市町村

のレベルなのかというご指摘がございました。これは文献調査を受け入れていただいたというこ

とが前提になりますので、基本的には受け入れていただいた市町村のレベルで作っていただくと

いうのが基本かというふうに考えております。 

それからいろんな選択肢があっていいんじゃないかと、フレキシビリティを持って考えるべ

きではないかというお話がございました。私どももそう考えております。自治体においてしっか

り検討していただき、ご判断いただければいいわけでございますが、ただ標準的なモデルといい

ますか、モデル的なケースについては今後の検討課題かと。具体的に示していく必要があるので

はないかというふうに考えております。 

それから模式図のところでございますが、地域の方々のご意見をしっかり踏まえて、しっか

り伺って、それを可能な限り事業に反映させていくということは非常に大事というご指摘がござ

いましたので、左から右への矢印を２本追加させていただいております。非常に大事なところだ

と認識をしております。それから地域共生といいますか、左の主な活動内容の②でございますが、

特に地域の将来ビジョンの検討ということを新たに加えさせていただいております。 
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それから11ページ目でございます。これは経済社会影響調査の基本的な設計ということでご

ざいます。四角の中、少しご議論を踏まえてわかりやすくしたつもりでございますが、この文献

調査の段階で行うものでございます。技術的な検討と並行いたしまして、地域の方々と密接なコ

ミュニケーションを通じてこの調査を行うものでございます。 

その際には、次のステップの段階でありますところの概要調査に入るかどうかということを

判断していただく判断材料の一つとして提供すると。そのために、この処分が地域の経済とか社

会に及ぼす影響について調査を行うという点でございます。 

３番目の黒丸でございますけれども、例えば調査の中身、内容でありますとか、進め方、そ

れからその結果につきましては、例えば対話の場などを通じまして、私どもから自治体あるいは

地域の皆様に私どもの考えを提供させていただきますが、地域の皆様方に主体的にご検討、ご判

断をいただきたいと思っております。それによって調査をよりよいものにしていきたいというふ

うに考えております。 

下の模式図につきましては、前回ご説明をさせていただいておりますので、説明は割愛させ

ていただきたいと思います。 

それから12ページ目からローマンのⅡ以下、社会科学的観点でございます。前回も文献調査

の説明の中で若干触れさせていただいておりますが、今回、全体的に整理をさせていただきまし

た。 

13ページ目でございます。この社会科学的観点でございますが、有望地選定における社会科

学的観点の扱いということで論点となっていたことを認識しておりますが、私どもＮＵＭＯとい

たしましても、事業を進めていく上で当然考えなければいけない視点でございますので、これま

でも検討してきた経緯がございます。それをまとめた形でご説明をさせていただきたいと思いま

す。 

まず最初のポツでございますけれども、各種法令を遵守するというのは当然の前提となるわ

けでございます。その上で、安全確保上必要な調査とか評価が確実に実施できるかと。それから

事業を円滑に進めていくことができるかと。そういうことを配慮することが重要だと考えており

ます。その前提条件として、地域の方々と密接にコミュニケーションを図りながら、ご要望を踏

まえながら、ご意見を踏まえながら、支持を得ながら進めていくということが重要かと考えてお

ります。 

観点については３つに整理をさせていただいております。１つは自然環境への影響、それか

ら地域経済・生活・文化への影響、それから事業遂行への影響でございます。 

四角の中でございますが、まず自然環境への影響ということでは、一般的に重要とされてい
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る自然環境への影響ということでございまして、基本的にＮＵＭＯ事業につきましては、自然環

境と共生は可能であるとは考えてございますが、それでも調査を行った上で可能な限り悪影響が

ないように対策を講じたいと思っております。それでも影響が残ると見込まれる場合には、それ

はできるだけ小さいほうが望ましいということでございます。 

それから、地域経済・生活・文化の影響については、例えば地域における経済活動、あるい

は生活環境、それから文化財等への影響ということでございまして、これも調査を行って対応を

しっかり考えて、悪影響が出ないように対策を講じるということでございますが、仮に影響が残

るとする場合には、その影響は小さいほうが望ましいと。 

それから３番目、事業遂行への影響ということでございますが、これは調査とか土地確保の

容易性ということでございますけれども、例えば調査については調査期間、費用などが過大にな

らないと。土地の関係ですと、土地利用制限、あるいは地権者数が多いよりは少ないほうがいい

ということで、事業が円滑に遂行できるほうが好ましいというふうに考えております。 

14ページ目でございますが、関連する法令を、例ということでございますが、列記をさせて

いただいております。さまざまな法令があるわけでございますが、基本的には、それぞれ個別に

担当の規制当局と確認をしながら進めていく、対応するということでございます。私どもとして、

ここの規制は今の段階でこれは絶対にクリアできない、これは除外すべきだということがあると

は考えておりません。 

例えば自然環境への影響ということですと、国有林野の関係ですと国有林野の関係に関する

法律、それから自然公園法、これは国立公園の関係でございますが。それから森林法の関係です

と保安林の解除の手続は森林法で定められております。いずれにしても個別の規制当局の判断と

いうことになります。 

それから、地域経済・生活・文化への影響ということでございますが、例えば都市計画法と

か、埋蔵文化の文化財の関係ですと文化財保護法というのがございまして、それぞれ規制内容を

定めているところでございます。 

それから事業遂行の観点からは、例えば農地転用に関する農地法、知事あるいは国の許可が

必要になります。それから国土利用計画法、道路交通法、道路法等々、どういう地域でどういう

調査なり作業をやるのかということに応じまして、さまざまな規制が関連してくるわけでござい

ます。 

下の２つポツがございますが、１つ目のポツは、いずれにしましても地元理解を得ていくに

当たりましては、地元の方々とコミュニケーションを図って、その意見、価値観をしっかりと把

握していくということが重要かと思っております。それから規制以外にも、確実な調査・安全評
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価の実施、あるいは円滑な事業遂行の観点についても、個別具体的に対応することになると考え

ております。 

それから最後のページでございますが、大事な論点といたしまして、今まで申し上げました

社会科学的観点でございますが、どの段階から具体的に適用していくのかということでございま

す。 

ＮＵＭＯといたしましては、遅くとも文献調査の段階、すなわちボーリング調査などを行う

概要調査地区を選定すると。文献調査の、繰り返しになりますが、受け入れていただいた地域の

中で、どの地域といいますか、場所で、概要調査を行うかということを決めていただく、絞り込

むプロセスになるわけでございますが、その絞り込むプロセスのときに、先ほど申し上げました

ような３つの観点を踏まえて、考慮いたしまして、評価をいたしまして、その概要調査地区を決

めていくと。遅くともそのプロセスでしっかりと適用しなくてはいけないと考えてございます。 

２番目のポツでございますが、仕方は、文献調査の前の段階で社会科学的観点からを適用す

ると。例えば地権者の数とか、例えば人口密度とか、そういう一定の要件で、全国一律の要件あ

るいは基準で、適性があるかないかを右と左に分けて、そこから絞り込んでいくということにつ

いては、ＮＵＭＯといたしましてはメリット、デメリットそれぞれあろうかと思います。 

メリットといたしましては、将来必要な調査とか安全評価がより確実に行えそうな地域を早

い段階から選ぶことができるということになりますので、あるいは事業の円滑・効率的な実施に

資するものと考えております。 

一方でデメリットといたしましては、これは社会科学的要件というのは、ある意味で定性的

な要件でございますので、ＮＵＭＯが頑張れば何とかクリアできるというのが基本かと思ってお

ります。したがいまして、地域でよく検討すれば何とか先に取り上げられるものは、早い段階で

一定の基準で振り分けられると。本来残ってしかるべきところが適性が低いと判断されてしまう

という可能性があるというところがデメリットかと考えております。 

それから最後、国民理解の観点ということでございますが、ここは現状、地方に処分場を押

しつけるべきではない。むしろ都市部こそよく考えるべきである。あるいは原発の立地地域で保

管するのが望ましいのではないか等々、いろんな意見があるわけでございますが、そうしたこと

を社会科学的要件の中にどのように取り込んで位置づけていくのかということについては、なか

なかＮＵＭＯだけでは判断しづらいところでございますので、ＮＵＭＯとしても今後の対話活動

の中で国民の皆様方の声を聞いていきたいとは思いますが、このワーキンググループでもよくご

議論をお願いしたいと考えております。 

以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 
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○増田委員長 

どうもありがとうございました。 

それではただいまの説明についてご質問、ご発言をいただきたいと思うんですが、大きく２

つありまして、対話活動の関係、これが１つですね。前回の宿題返しも含めてその部分と、それ

から最後のほうに社会科学的観点からの問題について説明がありました。 

事柄、性格違うんですが、ご発言のほうは委員の皆さん方からまとめて発言していただいて

結構です。途中で一度区切って、必要なものについてＮＵＭＯ、あるいはエネ庁さんのほうから

回答いただくという形で、内容に応じて少し整理したいと思いますが、どちらのほうにつきまし

てもご質問であるとか、あるいはご意見を頂戴したいというふうに思います。 

いつものとおりネームプレートを立ててお願いしたいと思いますが、大体１人３分ぐらいを

めどに発言をいただきますとスムーズかと思いますのでよろしくお願いします。それではよろし

くお願いいたします。 

じゃ、崎田委員からお願いいたします。 

○崎田委員 

ありがとうございます。今回は有望地提示後の具体的な進め方についてと最初にお話があり

ました。有望地提示までの準備のことでも前回発言させていただきましたが、今回、教育機関へ

の情報なども出てきましたので、５ページのところで１つだけコメントさせていただきます。今

回、教育などの情報も出していただいたのは、この１番の（２）の対話活動のための広報素材の

準備というところに込められておられるのかなと思います。けれども、長期的な視点に立つと、

教育現場でこういう課題があるということをきちんと提示をして、しっかりと意見交換ができる

よう、教育の現場で活用してもらえたらというご意見は地域で本当に多いので、こういうような

素材を整えていただいたということは非常に歓迎すべきだと思いますが、こういう資料を公平感

があるように先生方に使っていただく授業の研究会と連携しておられるはずなので、そういう使

い方のところまできちんと情報提供していただけるように提示をしていただければありがたいと

に思います。 

なお、次のページの、科学的有望地提示後の地域との対話の流れというのが６ページにあり

ます。今回３つのステップに分けていただいて、前回よりは大変わかりやすくなったのかと思っ

ております。第１ステップは全国を対象に、いろいろできるだけ身近な視点に沿って話し合いを

していく。もっと勉強したいという地域が出てきたら、その地域は第２ステップとして対応して

いく。そしてもっと自分たちの地域に広げていこうという状況になったら、第３ステップという

様に対応していくと私は理解しましたが、そういう意味できっと今後、どのステップにおられる
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かが地域によって違ってくると思いますけれども、しっかりと対応していただける準備を整えて

いただければありがたいと思っています。 

なお、この第１ステップは科学的有望地を中心とする全国各地とありますけれども、私はこ

の全国各地がまず大事だなと思うのは、将来関心を持ってくださった地域に感謝とか敬意の念が

必要ということを盛んに言ってきていますが、それは一度でも自分事として考えたことのある方

が、思ってくださるという現実があると思いますので、まずは全国でこういう場をつくることが

重要だと思っております。 

なお、ステップの図をきちんと書いていただいていてありがたいのですが、それを含めて、

11ページのところで一言コメントをさせていただきたいのですが、経済社会影響調査の基本設計

ということで、その地域の経済社会影響をちゃんと調査をするというのは大変いいことだと思い

ますけれども、実際に対話などをやっていると、事業実施の100年間だけではなく、その後、閉

鎖後の300年間の管理はどうなのかとか、長期的なところまではしっかりと視点を持っておられ

る地域の方も増えてますので、そういうところは、どうなるのかというところまで明確に提示を

していただくことが大事だと思います。どうしてかというと、そうなれば100年間の間に、地域

の独自の資源で、新しい地域の産業創出が必要ではとか、地域の方自身が考えていただくための

情報が届くのではないかと思っております。 

最後に社会科学的観点なんですけれども、今回３つの自然環境とか、地域経済・生活・文化、

事業遂行への影響を明確にしていただきましたが、これを私もここに書いていただいているよう

に、文献調査の段階でしっかりと調査していただくことが大事だと思っております。こういうふ

うなことで今後はちゃんと考えるということを最初の段階から提示をしていただいて、地域で対

話をするときにも、地域の方に話していただけるような情報は提供する。ただし、きちんと実施

主体として評価をしたり、どの地域のほうが適性がいいかとか、そういう判断は文献調査かその

後の段階でやっていただくということでよろしいのではないかと感じています。 

ですから、こういう視点が必要だということは早い段階から社会が共有することは大事だと

思いますけれども、この地域はどうだという評価をちゃんとするのは、文献調査とかの後の概要

調査に入る段階できちんとやるという、そういうような段階なのかなと思いながら拝見しており

ました。 

よろしくお願いいたします。 

○増田委員長 

ありがとうございました。 

それでは徳永委員、お願いいたします。徳永委員、それから次、寿楽委員。 
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○徳永委員 

ありがとうございます。３点ほど。まず１点ですが、先ほど崎田委員のお話にもございまし

たが、例えば７ページを見て思うことですけれども、ＮＵＭＯさんは実施主体ですので、科学的

有望地を中心にさまざまな活動をされていくということを今回も非常に明確に示されていて、そ

ういう活動をされていくんだと認識しています。 

一方で、その下のオレンジ色の全国的な取り組みというのをどういうふうに丁寧にやってい

くのかというのは、ＮＵＭＯさんだけではなくて、国としてもお考えいただくことが非常に重要

なのではないかと思います。片方だけが走っていってしまうということは余り適切ではないと思

いますが、今までの議論の中で、この７ページの下のオレンジ色の部分をどういうふうに、例え

ば国として、もしくはエネ庁さんとしてお考えになっているのかというのが余りご提示いただい

ていないような気がしていて、そのあたりも議論をすることが望ましいのかなと思います。それ

が１点目です。 

２点目ですが、ＮＵＭＯさんがこれから科学的有望地を中心にさまざまな対話活動をされて

いくという中で、第２ステップに入ると主体的な学習を支援しますということをおっしゃってい

て、主体的な学習は地域の人たちが主体的に自らが考えていくということを支援するということ

ですが、そのときにはその地域の人たちにとっては、その地域がどういう場所であるかというこ

とをやっぱり知りたいと思う気持ちは強くあるんじゃないかと想像します。 

そうすると、ある種、経済的な問題、地域との共生の問題に加えて、自分たちの地域がどう

いう場所なんですかということに対する科学的な情報をどう適切に提供するかということが重要

になってきて、それをＮＵＭＯさんが準備されるのか、何か適切な第三者機関みたいな、もしく

はどこかの機関、そういうことを提示できる機関みたいなものが準備されるのか、いろんなやり

方はあると思うんですけれども、文献調査とは全く別にそういう地質環境であるとか、地域の自

然環境のようなものについて、地域の方々が主体的に学ぶということをサポートする準備という

ものがされていることが重要なんじゃないかなと思います。 

というのが２点目で、３点目は社会科学的な要件に関してですが、これも先ほど崎田委員が

おっしゃられていたように、文献調査段階で丁寧に地域の方々と考えていくということは、僕は

適切なんじゃないかと思いますし、今回ＮＵＭＯさんがご提示していただいている資料の中で、

例えば９ページですけれども、文献調査の中に経済社会的検討というのを含めますとおっしゃっ

ていて、それの中で地域社会がどういう部分を重要に思っているのかというようなことを、丁寧

に地域と話をしながら進めていかれるのではないかと期待しています。 

その中で社会科学的な問題というのは、地域社会があって、そこの地域社会の問題という部
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分も大きいと思いますので、そういうところでの必要な要件みたいなものを地域の方々と考えて

いくというような活動をしていただけるというのが、社会科学的な問題を考えていく上で重要な

んじゃないかなと思います。その中で、先ほど崎田委員がおっしゃったように、どういう観点が

ＮＵＭＯさんにとって重要ですと考えていますかというようなことを早めにご提示いただくとい

うことがよろしいのかなと思いながら伺っております。 

以上です。 

○増田委員長 

ありがとうございました。 

それでは寿楽委員、お願いします。 

○寿楽委員 

ありがとうございます。今回、前回以上に内容を具体化いただいたことは、ＮＵＭＯの実施

主体としてのミッションを考えますと大変前向きでいいことだと思っているんですが、幾つかご

ざいまして、いずれも前から申し上げているように、この問題はやはり信頼の確保といいますか、

スタートの時点で必ずしも十分な信頼があるわけではないということがございますので、その部

分をどうするかというところで、いろんな仕組み、工夫をしていただくというのが、とりわけや

はり第三者機関をいろいろな場面で適切に活用することが重要ではないかと考えておりまして、

それについて順次申し上げます。 

まず最初のところですけれども、今後、有望地提示後に地域で自発的に学習や議論をしてく

ださるようなグループの形成を期待して、それを支援するということなんですけれども、当然そ

のことが地域にいろんなハレーションといいますか、リアクションを生むことも考えられるわけ

で、そういう中にはこれをある種の切り崩しではないかとか、そういったことで前向きな方々と

そうでない方々の間で分断が生じてしまうとか、そういう懸念もやはりあるわけです。 

その部分について、その後の意思決定の部分との距離感ですとか、透明性ですとか、そうい

うことについてどのような手を打たれようとお考えなのかということを、もう少し具体化いただ

くとよいのではないかと思います。 

公正な進め方をして、それに地域に乗っかっていただくということは、皆さん、非常に気に

されている当該の、検討してくださったり、あるいは最終的に受け入れてくださる地域に対する

他の地域の皆さんからの敬意という問題にも非常に深くかかわると思いますので、この点重要で

しょうし、後日、恐らく議論するんだと思いますが、地域支援のあり方というのもこの文脈で非

常に重要になるのではないかなと思います。 

それから今回、規制当局にいろいろ前向きに関与してもらいたいということが入っているの
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は、私としては大変いい方向性だなと思っているんですけれども、６ページのところにあります

第３ステップのところで適切に関与していただきたいと書かれているのですが、もちろんこの段

階で関与してもらうのは悪いことではないと思いますけれども、それで遅過ぎないのかなという

気もしています。 

もちろん関与の度合いとか、どのような関与があるのかというのはいろいろあるんだと思い

ますけれども、今後その有望地提示後、ＮＵＭＯが全国に対してあるような地域に対して説明を

する上で、これからやろうとしていることは独立の規制当局の見地からして安全性等の面におい

て十分であると。あるいは将来においては規制当局が厳正な審査をするんだというようなことを

改めて、新しい規制委員会になってからやはりそういう明確なステートメントがまだないと私は

認識していますので、その部分についてやはり関与をお願いしてもよいのではないかなと思いま

す。 

それから10ページの、この文献調査の段階に入った後の対話の場の基本設計ですが、ここも

やはり自治体に標準的な例として示す中に、第三者独立の主体による表現であるとか、チェック

であるとか、そういうことがあってよいのではないかということを、提案ベースにもちろんなる

と思いますが、書いていただいてもよいのではないかなと思います。 

それから、その次の経済社会影響調査というのも、これも理事長が従来より非常に重要性、

有効性を指摘しておられるところで、私も基本的にそのことには賛成ですけれども、ただ、これ

も北欧ですと、例えば環境影響評価の中に組み込まれていて、環境官庁の関与があるとか、ある

いはスイスの事例ですと、実施主体とは別に連邦エネルギー庁のほうで実施していると。別な主

体がこれを地域に対して提供することによって、その信頼性や中立性を確保するという面がある

のではないかなと思います。 

ですので、もちろんＮＵＭＯがこういうことをやろうと、どうですかということで地域に提

案することそれ自体は全く反対しませんけれども、ＮＵＭＯが直轄でやるというような形態が本

当に最善なのかというところはもう少し議論いただいて、できれば第三者独立の主体にやっても

らうような絵がご提案いただけるとよいのではないかなと思います。 

それから社会科学的な観点の部分については、基本的に挙げられている事項については、い

ずれもそれでよいのではないかなと思いますし、遅くとも文献調査段階までにそうした検討をす

るという考え方も別に間違っていないと思いますけれども、やはりこれのポイントは個別に検証

しながら総合的に検討という部分が、実際その段になったときにどういう根拠、どういう論理で

もってそのような結論が出たのかということが明快に示されて、その根拠となる情報と合わせて

公開されて、検証可能性が確保されることだと思います。何でこういう評価になったのかという
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のが結局よくわからないというようになるとやはりいろいろな憶測を招くでしょうから、その部

分についての制度設計で、これもやはり第三者機関のレビューであるとか、全体の監督というの

があってよいのではないかなと思います。 

文献調査段階以前の部分については、メリット、デメリットと書いていただいておりますけ

れども、これやはり実際そこまでの段階に実際どのぐらいたくさんの具体的に検討をしてくださ

る地域がその時点であるだろうかとかいうことにもやはり大きく左右されるでしょうし、先ほど

専務理事が定性的なのでという言い方されましたが、定性的というよりはこれはやはり相対的な

条件であって、絶対的にこれをクリアしないと安全に処分地をつくれないというような事柄とは

ちょっと性質が違うものが多いわけですから、そこはやはり実際に状況を見て、そのときにきち

んと考え方を示されて対応されればよいのではないかと思います。 

それから最後に立地の基本的な考え方として、どういった地域に立地すべきなのかというこ

とについてはいろいろな考え方があって、それについて結論を出すのはＮＵＭＯの手に余るとい

う、最後に書かれていることはそのとおりだと思いますけれども。もちろんこの場でも議論して

もいいと思いますが、ただ、ここでの議論で尽きるものでもなくて、これは非常に重要な社会的

な合意形成を必要とすることだと思いますので、それについてはやはり政府においてそうした議

論のリーダーシップをとっていただいて、社会が何らかの合意を得られるようなプロセスをいず

れご提案いただく必要があるのではないかなと思います。 

それから最後に学校教育のほうも手短に申しますと、ご関心のある先生方の意見交換を仲立

ちしていただくということはとてもいいことだと思いますけれども、ただやはりこれも何らか特

定の結論を先取りするような形で学校で教えるということになると、やはりそれはまずいわけで

すから、そのようなことのないように事実情報ベースで、ぜひ皆さんがもう少し大きくなられた

ときに、今度、参政権も年齢が引き下げになっているところでありまして、主権者教育なんてい

うことも言われていますので、そういう段階になられたときに皆さんが議論のベースになるよう

な情報を提供するといった形をご確認いただければと思います。 

すみません、長くなりまして。以上です。 

○増田委員長 

ありがとうございました。 

それでは次、新野委員にお願いしたいんですが、一わたり皆さんからからまずご発言いただ

いたほうがいいと思います。新野委員、杤山委員、吉田委員、伊藤委員、辰巳委員、髙橋委員、

そして最後に山崎委員とこういうことで、ご意見をまずお伺いしたいと思います。 

それでは新野委員からお願いいたします。 
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○新野委員 

５ページを見ていただいて、今回のＮＵＭＯさんのこの資料の中の１の（１）にリスクとそ

の安全確保策というのを書かれておりますけど、非常にいい文字が入ったなと思っています。こ

のリスクに関してですけれども、３つの文字が重なったカタカナ文字ですけれども、これはやは

り立ち位置の違いでリスクに関する考え方、感じ方がさまざまだろうと思います。これは、され

ることはできるかと思うんですが、十分に相手の身になったリスク表示やリスクに対する対処と

いうのができるかどうかというのは非常に重要な課題であると思いますので、このリスクを開示

されるときに相手の立場と、相手の納得が得られているかどうかを丁寧に確認しながら実施をし

ていただければと思います。 

次に（３）にマスメディアという単語がありますけれども、これも住民の国民側にすると、

間に入る重要な関係性だと思いますので、この方たちとの連携というのをやはり積極的に考えて

いただくというのは非常に好感が持てました。 

７ページですが、下のほうの全国的な取り組みは、前に伺っていたとおり、やはり透明性が

とても大事になってくると思うんですが、情報公開にも関わってきますので、やはりここはメデ

ィアの方とも切れない関係にあると思います。このときにまたリスクということが関わってきて、

どういうような情報を全国的に流していくのか、理解を促すのかということにつながっていくと

感じました。 

それと10ページです。10ページに関しては、全体像は何となく感じ取れるんですけど、昨日

のシンポジウムでもやっぱり早い段階から定期的な評価を入れていったほうが後々のためになる

んだろうと思いますので、何らかの定期評価、まだきちっとした考えが出なければ内部評価でも

いいですので、それを公開していくというようなことが重要になってくるのかと思います。ここ

にもやはり専門家の関与が重要だと思いますし、この専門家の中には技術的専門家もおいでにな

るでしょうけど、これから社会科学的なとか、心理学を踏まえたような専門家の方たちの関与が

さらに重要になってくるように思います。 

それと最後の15ページです。これはどの段階でどういうというようなご提案だと思うんです

が、個別具体的にはここにおっしゃっているとおり、文献調査あたりで皆さんがおっしゃってい

たとおり妥当かと思うんですが、国民側のこの工程の中の表示とすれば、これが多分第２段階で

あって、第１段階は今年末に提示されるであろう国のあたりのときに、こういう考え方をとるん

だというようなところが第１段階なんだろうと思うんですよね。細かいところまでは必要ないけ

れども、どういう要件で入れていくのかというような考え方をこの辺で表示するのが第１段階だ

と私のレベルでは思っています。こういうことをするんだということをまず第一に知って、次に
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文献調査のときに、それに基づいて細かいことがされるんだというふうに理解していくほうが理

解しやすいんではないかと思いますので、前の委員さんと考え方としては私は変わらないと思う

んですが、この表現の位置づけとすると、そういうようなステップを踏んでいただけるとより丁

寧かと感じました。 

昨日のシンポジウムでいろいろ思い起こすことがありまして、やはり顔を合わせることが非

常に重要だというふうにスウェーデンの方は経験上おっしゃっていましたけれども、私もそうい

うような活動を長くしていまして、これにはでも成果が出るのに非常に時間がかかるわけですよ

ね。その価値をまたみんなで共有しながら、そこでなるほどと時間をかけながら絶えずやらねば

ならない、避けて通れないというところの認識も広げながら、つなげながらやっていただければ

と思います。 

また、長く言われてきていることですけれども、昨日も、公平、透明という言葉がたくさん

出てきました。隋分言い尽くされて、最近またその言葉が少し死語になりつつあるようで、当然

だということの中で出てこないんだろうと思うんですが、やはり当然というのはなくて、いつも

繰り返していないといけないなと昨日さらにまた感じました。 

スウェーデンなんかと一番違うのは、私の立場からしますと、火山があるような地盤の問題

の違いと、あとは残念ながら信頼の問題が大きく違うことと、やはり取り組むスタートがかなり

おくれている日本の場合に、即外国の例をそのまま導入は当然できないわけで、そこに国民の方

たちをまじえた違いを踏まえながら、日本版の合意形成のあり方というのを本気で考えていかね

ばならないなと思いながら、非常に昨日は充実したシンポジウムに参加させていただきましてあ

りがたく拝聴してまいりました。 

いろいろ勉強になったんですが、シンポジウムのようなものがこれからもたくさんされるで

しょうし、今までもされてきましたけれども、そろそろシンポジウムを共有した方たちの関係者

の中のいろんな立ち位置の方が、またその後一堂に会しながら、そこから何を学んだのか、感じ

たのか、どうするべきかという顔を合わせたような議論があれば、そういう場が設けられればい

いなというふうに最後に強く感じましたので、この先シンポジウムを繰り返す中で、それをまた

教材に生かした活動につなげていく可能性を非常に感じましたので、またご検討をいただいてそ

ういう活動も展開していただければなと期待いたします。 

以上です。 

○増田委員長  

ありがとうございました。 

それでは、杤山委員お願いします。 
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○杤山委員  

ありがとうございます。私は最後の社会科学的観点のところですが、これは社会科学的観点

の話のところで我々の技術ワーキングであったことをお話しするのはちょっとあれかもしれない

んですが、技術ワーキングの考え方では、もともとこういう科学的有望地提示の話をするときに、

地層処分の考え方というのは一定の安全上の基準がクリアされて、地層処分システムが成立する

場所を選ぶのがこの処分地選定の話であって、その中でより好ましい場所を選んでいくんだとい

うふうに考えてやってきたわけです。 

そういう観点から申しますと、これは回避しなければいけないところとか、あるいは回避が

好ましい場所というのは選べたんですが、なかなかより好ましい条件というのがあるかというの

が意外に難しいわけですね。地域を特定しないで、より好ましい範囲の要件、基準を設定するの

は非常に困難でした。 

輸送の観点は、実は選択肢が海上輸送と陸上輸送というふうにもう限られていましたので、

どちらがより好ましいかというところで入ってきて、それじゃ、人口密集地は好ましくないから、

安全上それからセキュリティーの観点から海上輸送が好ましいということを設定した上で、沿岸

地域がよいということを選んできたわけです。こんなふうに選択肢が限られてからその優劣は判

断できるということが、より好ましいところで選んでくるのに大変重要になってくるわけです。 

そういうことから考えますと、社会科学的要件というのは、ほとんどの場合、相対的な優劣

を判断しなければならないですので、そういうことが決まっていない今の段階でそういうものを

持ってきて選ぶというのは非常に難しいということになりますので、なかなか出せない。 

しかし出せないけれども、重要でないかというとそうではない。これは自然科学的要件のと

きもそうですし、重要ではないんだけれども、これはその場所が特定されてきたときに優劣を判

断する段階で総合的に評価して、ちゃんと調べていくんですよということを同時に出しながら、

今はこういう基準でありますという説明は大事になってくるわけですね。 

それと同じで、この社会科学的要件も、今それを考えないからといって大事でないというこ

とではありませんので、そういうことはいずれ大事になりますよと。そういうことをきちんと整

理しておくことが大事かと思います。今、ＮＵＭＯさんが調べていただいたのは、まずは回避し

なければならないとか、どうしても超えなければならない基準という観点から、幾つかの法律と

か調べられて、ほとんどのものはクリアできるということを調べられたんですが、その後の事業

遂行の影響、事業遂行の要請といいますか、事業実現性に関わる好ましい範囲の設定ですね。 

これは参考資料１の４ページに、我々のところでまとめた結論が書いてございます。こうい

うことがいずれ事業遂行上、重要になってまいります。これは社会科学的な社会に大いに関係し
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てまいりますので、今の段階ではなかなか設定できない。しかしいずれは大事になりますよとい

うことですので、こういうものはいずれ大事になるものですけれども、今はそれを基準には設定

しませんよという出し方をしていて、実際の有望地選定という形にするのがいいのではないかと

思います。 

これは自然科学の要件の方でもそういう格好で、実際に地下水の条件でありますとか、そう

いうものは、今は全体の中で出てきていませんけれども、いずれ大事になりますし、この時点で

きちんとそういうことについては評価しますよということを入れています。それこそが、こうい

う科学的有望地を提示することによって、実際に自分のところはどうなんだと。こういうことに

ついてはどうなっているんだということを考えていただく大事な要件になるのではないかと思い

ますので、そういう観点からもう少し、このＮＵＭＯの提示を受けて、このワーキングで整理が

できればいいのではないかと、そういうふうに思います。 

○増田委員長  

ありがとうございました。 

それでは吉田委員、お願いします。 

○吉田委員 

ありがとうございます。おはようございます。私のほうからは、まず科学的有望地提示後の

コミュニケーションのあり方について、二、三、コメントしたいと思います。先日フォーラムに

参加させていただいたときのモニターの方々とのコミュニケーションも含めて、気づいたり、関

連することとあわせて発言させていただきたいと思います。 

まずモニターの方々が、ほぼ全員の方が言われていたのは、科学的有望地の後のコミュニケ

ーションは押しつけであってはならないというか、押しつけのコミュニケーションをされるので

あればもう聞く耳を持ちませんといいような反応です。そういうことは、先ほど崎田委員も言わ

れていましたけれども、どういうことかというと、要は、コミュニケーションの先に何かもう文

献調査とかそういうのが見え隠れしているような、下心といいますか、そういうようなコミュニ

ケーションであると、コミュニケーションに参加することがイコール何かの意思表明になるかの

ような場であったり、雰囲気であると、それはやっぱりもう行きたくないという状況になると思

われます。ですので、もっとイーブンにというか、ニュートラルな観点での本当の知識を共有す

る、勉強するというような場所であると非常にありがたいと、そういう意見を聞きました。 

まさにそういう形での場の設定というのが非常に重要なんだろうなと思っていて、その上で、

あと興味深いことはといいますと、モニターの方々が、皆さん、自分が住んでいるところのイメ

ージをされるので、そのときに出た発言も、これも先ほど崎田委員だったと思うんですけど、長
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期性というか、自分たちの子供の世代、孫の世代、その人たちが住んでいく地域が、将来、例え

ばどうなっていくのか。そこにおけるメリット、リスクという言葉も出てきて、やはりメリット、

デメリットというのをやっぱり明確に出してもらえるといいかなということを言われていました。 

そして、その中で勉強会のあり方ですが、地域の方々、モニターの方々も言われていたのは、

技術への興味を持たせるようなコミュニケーションだったらありがたい。つまり何でガラスなの

とか、何で鉄なの、あるいはそれがどのぐらいもつのかとか、実際のそういう事例とか、その辺

はいつも話をしていることではあるんですけど、やっぱり興味が持てれば次に自分で勉強しよう

という思いが出てくる。それは教育そのものがそうだと思うんですが、そういうコミュニケーシ

ョンといいますか、勉強の場といいますか、そういう雰囲気の場が必要だと思うんですね。それ

があると当然その先を自分で勉強してみようという気持ちも生まれる。今回モニターの方々も参

加するまでに時間があったので、そういう意味での勉強を自分でされたということが非常にやっ

ぱり自分で考えるきっかけになったということを言われていましたので、それはまさにいいポイ

ントではないかなと思う次第です。 

その後でそのモニターの方々が言われていたのは、こういうことであれば子供にも教えたい

し、そういう子供への教育、特に小学校、中学校というところでのそういう場を、それはＮＰＯ

とかそういう場が、コミュニケーションの場を持つということよりは、もうちょっとオフィシャ

ルな形ではあるのかもしれませんが、そういうことを期待したいというようなことを言われてい

ました。ですので、それは一つの科学的有望地提示後の、すぐ来るであろう対話の場の一つのひ

な形といいますか、イメージになるのかなというふうに思った次第です。 

その上で、Ｐ６にちょっと書いてあります今回のステップごとの提示、これは本当にＮＵＭ

Ｏのほうで今回の資料は具体的にまとめていただいて、実にありがたいなと思う次第なんですが、

ここにおける第１ステップと第２ステップのところは、私、正直言って、第２ステップは文献調

査の受け入れの可能性も視野にということがありますので、いわゆるステップ１は、そういうこ

とあるなしに置いといて、広く知ってもらうという意味でのことだと思うんですが、ステップ２

に行くと、かなりの縛りというか、意気込みというか、あるいはそこの意識というのが具体的に

なる、地域の方々にとっては。そこはかなりギャップがあるというイメージをちょっと感じてい

るところです。したがって、やっぱりステップ１のコミュニケーションは非常に重要ではないの

かなと思います。何か結局ステップ１を超えてステップ２に行くことで、やっぱり下心があった

んですねというふうに言われるようなところでの不信感といいますか、信頼性を損なうようなコ

ミュニケーションをすべきではないと思います。そこのやり方というのは非常に難しいところで

はあると思うんですけど、そこがちょっと気になったなというところです。だからじゃどうしよ
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うというところを自分も考えないといけないと思っているんですが、ちょっと今回の資料でそう

思った次第です。 

社会的な要件に関しても、今回難しい内容をＮＵＭＯさんのほうで埋められ始めていて、す

っきりした形で提示していただいているんですが、やはり私も15ページにあるように、遅くとも

文献調査段階でということには異存ありません。やっぱりそこまでには何らかの形で判断基準と

いいますか、そういったものが具体的になるんだろうなというふうには、すべきだろう思う次第

ですが、そこについては、今、杤山委員のほうからもありましたけど、非常に難しいところでも

あり、技術ワーキンググループでの提示の仕方というのもありますので、やっぱりそこのいわゆ

る技術ワーキンググループでもオールジャパンで判断するデータというのが非常に限られている

というような状況の中での必要最小限の要件という提示の仕方をした次第です。ですので、恐ら

くそういう形で見た場合の社会的要件、社会系の専門ではないので私がそこまで言えるものでは

ありませんが、そこの例えば13ページでしたか、いろいろな形で①とか②とか影響が残るとか、

影響が見込まれるという場合の影響というのが、やっぱり処分システムの成立性における影響と

か、地域の環境だとか、それにおける影響というのがあると思うんです。それが成立しないとい

うようなものの部分であればそれは考慮すべきものではあると思うんですけど、それが本当にど

こまで見込んで言えるのか、考えられるのかというのはあわせて検討されるべきではないかなと

思った次第です。 

それをやるにしても、社会的要件を提示してそれがこういうふうに変わりますよという判断

をするにしてもしないにしても、一番大事なのはそれに至る透明性といいますか、そこのジャッ

ジを、どうしてそういうふうにしたのかというデータも含めてといいますか、そこが非常に重要

だと感じた次第です。 

私からは以上です。 

○増田委員長  

ありがとうございました。 

それでは伊藤委員、お願いします。 

○伊藤委員 

ありがとうございます。私から２点、意見といいますか、感想を申し上げたいと思います。 

１点目は、科学的有望地提示後の対話の流れということで、その中での国の関与についてで

す。６ページの第３ステップの最後のところで、国にも適切に関与していただきたいというご希

望が述べられています。その後、文献調査に入りますと、９ページのところで、上のほうの黒い

丸の３つ目ですが、原子力規制委員会に関与していただきたいということが書かれております。 
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これは先ほど寿楽委員もおっしゃったとおり、やはり信頼性の確保ですとか、安全性に関す

る関心というのは非常に高いわけです。この部分について、第３ステップ以降、実際に具体的な

自治体が手を挙げて文献調査に入っていくというところで、この原子力規制委員会に期待する安

全性に関する考慮事項との関係について、多分もう少し具体的に何かイメージしないと、期待さ

れている原子力規制委員会のほうでももしかしたらイメージが共有できないということもあるか

もしれないという印象を持ちました。これはまた将来的なところだと思いますけれども、その部

分も少し詰めておく必要があるのではないかと思いました。 

２点目は社会科学的観点のところです。今回、ＮＵＭＯとしてのお考えが非常に具体的に示

されたということで大変重要なステップといいますか、重要な段階かと思います。これは将来的

に遅くとも文献調査段階では考慮に入れるべきだということで、これも私もその点に関しては異

論があるわけではございませんし、積極的に評価したいと思います。 

ＮＵＭＯが事業実施主体としてこのような観点で文献調査に入る段階では、少なくともその

段階までにはこのような点も考えられるということからしますと、将来的にこの事業を進めてい

くというときには、実際にこういう点が社会科学的な観点としては考慮されるだろうという予測

がつくわけです。そういたしますと、この科学的有望地を提示するという段階においても、将来

的にはこういった観点が恐らくは入ってくるだろうということは考えなくてはいけないというこ

とですので、その科学的有望地の観点を、社会科学的観点を考える上でも、ここまで具体的に絞

り込むということは考えられないかもしれませんけれども、一定程度参考にする余地はあるので

はないかと思います。さらに今後のこのワーキングでも議論していくということですけれども、

地域支援のあり方については多分地域の皆さんも関心が高いところだと思います。 

科学的有望地の視点にどこまで盛り込めるかということは、やや議論する余地があるかと思

いますけれども、実際に合意形成を図っていく、あるいは地域の理解を得ていく、さらには国民

理解を得ていくという観点を考えますと、合意形成のあり方自体、あるいは理解のあり方や理解

の容易さということも踏まえて、将来的なプロセスを考えていくということは非常に重要な視点

なのではないかと個人的には思っております。 

以上です。 

○増田委員長 

ありがとうございました。 

それでは辰巳委員、お願いします。 

○辰巳委員 

ありがとうございます。前回ちょっとよく全体の形とか流れがよくわからないままだったん
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ですけど、今回かなりわかりやすくなったということは、まず意見ですけれども思いました。 

それで、まず５ページで有望地提示までということで分けてくださっているんですけれども、

これは本当にわずかの期間しかないわけですよね。その中でこれだけのことをすると書いてある

けれども、してきておられたということなんだろうと思いますが、そこら辺は現状と過去形とか

よくわからないままなんですけれども。 

それで、この中で２つ、特に１つ大きなことで気になるのは、３番に書かれている「電気事

業者とも緊密に連携し」と書いてあるんですけれども、この部分がこのページ後の話の中でなか

なか具体的に表現されていなくて、この「緊密に連携し」という言葉を取り上げておられること

をどこにどのようにはめ込んでいかれるのか、次の以降で、考えておられるのかというのをお聞

きしたいというふうに１つ思いました。 

それから２つ目ですけれども、２番目に対話活動計画をつくるとお書きになっていて、これ

はつくるというか、今日のご提示あったのは多分これのことなんだろうというふうに思っており

まして、ステップ１、２、３というお話あたりも。それはそれでよくわかり、それでページ後の

お話になるんですけれども、ページ後のお話で、私も先ほどちょっとお話あったように、まずス

テップ１というのは、提示された地域の方々を中心に、ＮＵＭＯさんのほうからもどんどん繰り

返しそこでのいろんな活動の説明会等広げてやっていくというお話というふうに受け取りまして、

ステップ２というのは、その中から手を挙げられたところを中心に動いていくのかなというふう

なイメージで受け取ったんですけれども、それが正しいのかどうかというのをお聞きしたい。 

だからそこで絞り込まれるわけで、そんな簡単にステップ２に絞り込まれるとは思いにくい

というのも私まさにそのとおりで、７ページに絵を描いてくださっているんですけれども、こう

いう絵を見ますと、７ページ、８ページ、いずれもそうなんですけれども、割合簡単にまとめら

れているように逆に思えてしまって、これはこれでこのとおりだとは思うんですけれども、やっ

ぱり横軸が、慌ててやっていかなきゃいけないんだというふうなイメージに私には受け取れるも

ので、そんなものでもないんだろうというとこら辺をやっぱりきちんと、絵ではあらわし切れな

いのかもしれないけれども、何か濃度が濃くなっていって、この横軸をどういうふうに考えてお

られるのかなというのが、非常に圧迫感を感じるというか、すごく急いでおられるというふうな

ことを何となく感じてしまうというのが私の印象です。 

後は前回も申し上げたんですけれども、この10ページのこの絵なんですけれども、対話の場

のお話。前回もちょっとお聞きしたときも地域に一つだというお話を言われたような気がするん

ですけれども、やっぱり地域に一つ、いずれになるのかもしれないですけれども、いきなりこれ

じゃなくって、やっぱり地域に幾つもそういう対話の場があって、それの集約として一つになる
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のかもしれませんけれども、一つしかないというのが私には何となく理解しにくいんですね。結

局、一つに絞られると、そこでの話し合いに関心を持って見ている同じ地域の人たちも、自分た

ちの意見が反映されないとかという話がもし起こったりしたときに望ましくないと私は思うので、

最終的には一つに絞らないと決定はできないのは承知なんですけれども、最初からこれが一つし

かないというのが非常に気になります。 

だから時間をかけて最終的に一つに絞り込むんだというふうなイメージじゃないのかと私は

思ったんですけど、今もやっぱりそのように思っておりまして、そうじゃなく最初からもう割合

決まった対話の場をつくっちゃうんだというのがよく理解できないものですから。この対話の場

はステップ３ですよね、２ですか。何かそこらの辺もよくわからなくて位置づけが。もう少しわ

かりやすくしていただけるといいかなというふうに思いました。 

やはり社会科学的観点に関しては、当然この対話の場で話されることが結構大きくなるかと

思うもので、そうしますと、もしも後ろの方のステップ２とか３とかでこの一つの対話の場が来

るんだったらやっぱりまずいというふうに思うもので、もう少し早くから社会科学的観点という

のはやっていただきたいというふうに思っております。進めるということが前提のもとで、この

社会科学的要件というのが後からついてくるというようなものではないというふうに思いますも

ので、ぜひ早くの場から絞り込む、もっと前の段階からやっていただきたいなというふうに思っ

ております。 

以上です。 

○増田委員長 

ありがとうございました。 

それでは髙橋委員、お願いいたします 

○髙橋委員 

それではまず前半ですが、先ほど伊藤委員も寿楽委員もおっしゃっていた規制委員会の関与

の話についてです。私も規制委員会がきちんと関与することは非常に重要だと思いますが、規制

機関としての中立性・公正性という話があります。従いまして、入り方を整理しないと規制委員

会は出ていくことはできないと思います。 

例えば地域に出て行ったときに、ここの立地は本当に安全ですかといきなり聞かれても、審

査をやっていないのにイエスもノーも言えないと思います、規制委員会としては。従いまして、

規制委員会は何の理由で出てきて、何をしゃべれるのかということを整理して入っていただくと

いうことは非常に重要で、一方的に出てくださいというふうにメッセージしても規制委員会とし

ても出ていけないのではないかと感じました、この点からは、表現ぶりとしてちょっとご工夫い
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ただければというふうには思います。 

それから社会科学的要件の話です。杤山先生おっしゃったように、その中のほとんどが多分

好ましいというふうな要件だというのは私も同意したいと思います。ただ、火山みたいにだめな

要件もあるはずだと私は思っています。例えば具体的に言うと、例えば海上輸送で東京湾岸に使

用済み核燃料の船が入ってくることはありえません。東京湾に使用済み核燃料を陸揚げするのか

というと、これは国民経済上の観点、交通規制のコスト等、物すごい負担になるわけです。そう

いう意味で、本当に社会科学的にそういう事態が成り立つのかどうかと。そういうことをきちっ

とメッセージとして言っていかなくていいのかどうかということは、私は若干疑問なところがあ

ります。 

特に15ページで、遅くともと多くのものが多分文献調査の段階でという評価は、段階でとい

うのはそうだと思いますが、ただ先生方おっしゃったように、評価の基準は文献調査の前に明確

に決めるべきです。具体の立地に合わせて評価基準を決めたというような、後からそしりを受け

ないように、あらかじめ細かく決め切るというのは無理だと思いますので、大まかな考え方自体

は文献調査に入る前に決め切っておくというのが重要だと思っています。かつ、私としてはそこ

に社会科学的要件でもだめなものは盛り込むべきと思います。 

でないと、東京に作ってくれという意見も必ず出てきます。新宿につくったらいいじゃない

かという意見も出てくるわけですね。このような意見については、早い段階から正面切って合理

的に説得する作業がないと、立地選定は進まないと私は思います。ＮＵＭＯの方にはそこはぜひ

ご検討いただければというふうに思っています。 

それから、もう一つは社会環境影響評価の話です。寿楽委員がおっしゃったように、確かに

現行では環境影響評価法に列挙されていないことは私も承知しております。ただ、これだけ重要

なもの、手続について、産廃だって規模要件から環境影響評価を実施しないものについても、生

活環境影響評価というミニアセスを、産廃の施設の性格に応じて行っているわけです。そういう

意味において、高レベル事業の性質に応じた形で、法的にどう位置づけるのかというのは一つの

検討課題だと思います。国としてもきちんと考えていただいたほうがいいのではないか、と思

います。 

我が国の環境影響評価は、事業者の自己責任において実施する、という整理になっています

ので、国が実施する形にはなかなかいかないと思いますが、透明性とか公正性の確保の視点を国

がどのようにして担保するのかという、制度設計は今から考えておいたほうが良いと思います。 

以上です。 

○増田委員長 
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ありがとうございました。 

それでは最後になります、山崎委員お願いします。 

○山崎委員 

ありがとうございます。山崎です。皆さんの意見を伺って感心しているんですけれども、や

はり私、最初のところで崎田先生とか徳永先生がおっしゃった、いかにみんなに理解してもらう

かということに重点を挙げないといけないのではないかという気がいたしております。これは何

も有望地域だけじゃなくて、条件の悪いところでも全て説明を行って、必要性というのはあるん

だから、それをどう国民に理解してもらうか、これが一番大事だと思っています。 

それからもう一つは、この第１ステップから第２ステップまで行くときに、関心を持ってい

ただける方々があらわれることを期待するという文章なんかもありますけれども、余り時間的な

ことが書いていないような気がするんですね。どのぐらいの時間で進めなきゃいけないのか。 

もちろん理解していただくためには時間がかかることはすごくわかっていて、大事ですから

丁寧にやらなきゃいけないんだけど、一方で福島の土壌汚染の廃棄物の処分なんかを見ていると、

事実上余り進まなくて、それが福島のむしろ、福島というかその地方の復興を妨げているような

側面もありますので、やっぱりある程度時間というのはなきゃいけない。かといって、じゃ、強

引に進めていいかというと、皆さんおっしゃるようにこれは絶対だめですので、これをどうする

かということは、やっぱり一つは国民の理解を進める。 

特に何が必要かというと、例えば先ほど話が出ましたけれども、日本は地震等の火山がいっ

ぱいあるから危ないんだという議論がありますけれども、一般的には確かにそうなんですけど、

じゃ、具体的にどうするのかということは余り、皆さん生活毎日している上でどれだけ危ないの

か、どれだけ危険なのか。これを、じゃ、スウェーデンやフィンランドの地域は安定しているか

らいいか。フィンランドの人たちは本当にそういうふうに理解しているのかどうか、よくわから

ないという気がするんですね。やっぱり日々生活している面では同じような気がする。 

そのときに、見たこともないものをどう理解してもらうかというのはやっぱり教育しかない

ので、これを本当にかなりのレベルで早急に行わないと、なかなか国民の理解が進まないような

気がします。先ほども国としてもやっぱりということは、単にエネ庁とかという問題じゃなくて、

規制委員会という問題でもなくて、やっぱり学校教育も含めて少し本気でこういう話をして、本

当に危ないことは何なのかとか、本当に危険なものは何なのかということをもう一度国民の理解

を深める必要があるのではないか。それがやっぱり国として一番早い道じゃないかと、そんな気

がします。 

以上です。 
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○増田委員長 

ありがとうございました。 

一わたり各委員から質問も含めてご意見、スタンスを言っていただきました。ＮＵＭＯのペ

ーパーをたたき台にしていろいろご意見いただきましたので、各委員のご質問やそれから意見な

どについても、まずＮＵＭＯの方からお答えをいただく。それから適宜、国のかかわり方、ある

いは国はどうするのかというお話もありましたので、エネ庁のほうからもお話をいただきたい。 

大きな整理は次回４月にまたワーキングを開いて、そこできちんとしたペーパーで今日のい

ろいろな考え方を整理して出していただきたいというふうに思っております。それからあと、最

後に言うつもりでしたが、地域支援のあり方も次回少し議論を深めたいなというふうに思ってい

ますが、今日の段階で、前の段階について両方から話をしていただきたい。あるいはペーパーを

作成する上でもう少しご質問された方、あるいはご意見をおっしゃった委員の皆さん方と議論を

深めたい点があれば、そのことも結構でございますので。 

それじゃ、ＮＵＭＯの方からお願いいたします。 

○西塔専務理事 

それではわかりやすいところから、答えさせて…… 

○増田委員長 

それで結構ですので。 

○西塔専務理事 

辰巳委員のほうから対話の場につきましてご質問、ご指摘がございました。対話の場は基本

的に前提として文献調査の段階ですが、文献調査というのはある自治体において文献調査を受け

ていただいたというのがあるわけです。したがって、受けていただいた自治体において、ある意

味オフィシャルなものとして、基本的には自治体のほうでつくっていただく、ＮＵＭＯは支援す

るということで考えておりますので、基本的には一つつくるということを想定しています。その

中にいろんな立場の方にご参加いただきたいということでございます。 

もちろんこの対話の場の段階でもいろんな検討の場といいますか、グループがあって、いろ

いろと勉強されたいというのがあれば、それを対話の場と言うかどうかは別として、そういう活

動には私どもとしてもしっかりお伺いさせていただいてご説明させていただくという、そういう

努力はいとわずやりたいと思っております。 

ただ、委員おっしゃったようなイメージは、むしろその文献調査を受け入れていただく前の

段階の、ここでいうとステップ２とかステップ３になろうかと思うんですが、ステップ２という

のは地域の中で有志のグループといいますか、例えばまちづくりを考えるグループとか、エネル
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ギーを考えるグループとか、あるいは別のグループでもいいんですけれども、商工会議所のグル

ープでもいいんですけど、そういう有志の方にまずは関心を持っていただいて勉強をしていただ

く。それをしっかり支援していきますと。それも一つだけではなくて、私ども第１ステップの努

力は続けないといけないと思っておりますので、そういう努力の中で一つだけではなくて２つ、

３つ、４つ、それは多いほうがいいわけでございまして、しっかり対応させていただきたいと思

っております。 

第３ステップというのは、そういうものが、イメージで申しわけないんですけど、第２ステ

ップで一つの小さな渦ができたというと、その渦巻きが周りを巻き込んでいきながらだんだん大

きくなっていって第３ステップに持っていくというのもあると思いますし、小さな渦巻きを２つ、

３つ、４つ、５つ、第２ステップの段階で何とかそういうのを実現して、それを一緒に全部巻き

込むと。一緒にみんなで検討してみようかという形で第３ステップになる、そういう道筋はある

と思いますし、そういう地域における個別のいろんな勉強の場にはＮＵＭＯとしてもしっかりと

対応といいますか、ご説明をさせていただきたいと思っております。 

ここの部分で、寿楽委員のご指摘と若干関係するかもしれませんけど、公正さとか透明性と

か第三者というのは当然あるわけでございまして、第三者と言えるかどうかわかりませんが、専

門家の方にもぜひ来ていただく。ＮＵＭＯではなく、事業者ではなくて、第三者の方に来ていた

だいてもいいと思いますし、それからいわゆるセカンドオピニオンといいますか、厳しい立場の

先生方に来ていただいてももちろんそれは構わないと思いますし、私どもとしてもしっかり支援

をしていきたいと思っております。 

 ただ、透明性という観点で申し上げると、第２ステップの場合はそういう支援を受ける方々の

お考えで、場合によっては非公表で行うということもあり得ると思うんですが、ただ第３ステッ

プ、より広がりを持ったという形になりますと、これは次の段階でイメージ的には対話の場につ

ながっていくようなものというふうに考えておりますけれども、この場は、紙にも少し書きまし

たけれども、透明性を持って行われるということが非常に大事な要素だと思っておりますので、

透明性を持って、なおかつ地域の方々のいろんな立場の方々に入っていただいて検討していただ

くというのが非常に重要な視点ではないかと思っております。 

 それから徳永委員から、ちょっとお答えしないといけないと思っていたんですけど、有望地が

公表されて、地域の方々が、ところで我が町というのはどうなのかねと、地質的にどうなのかね

という当然疑問があるはずなので、そういうものに対して科学的な情報をどのように提供してい

くのかと。しっかり提供すべきではないかというご趣旨であったと思いますけど、そういうご指

摘があったわけでございますが、私ども、例えば関連の学会とか地質とか火山とかそういう学会



 30 

にももちろん私どもの技術職員は参加をしておりますので、当然そこでの議論といいますか、発

表会とか、あるいは学会誌とか、そういうところを当然フォローしておりますので、そういう学

術的な論文は当然フォローをして蓄積をしているところでございます。 

そういう中には地域の名前が何々半島とか、何々山脈とか、何とか地域という、そういう地

域の名前が入っているものも当然あるわけでございます。そういうもの、全体ではないかもしれ

ませんが、今2015年度レポートというのをまとめておりますけれども、そういう中でも関連のレ

ポートはしっかり整理をして提示をさせていただきたいと思っておりますが、そういうものを地

域にその時点でといいますか、文献調査の前にそういうものが提供できるかどうかというのはな

かなか難しい論点でございまして。 

難しいと申し上げますのは、そういった論文なりデータというのは必ずしも地層処分を念頭

に置いたものではございませんし、データがそろっているところもあればそろっていないところ

もあるし、それから非常に学術的な内容ですから、一方で非常に断片的であるというのもござい

ますし、やはりＮＵＭＯとしては、そういうものは文献調査の中で、断片的な調査なり研究成果

だけではなくて、その地域にあるさまざまな文献なり、あるいは公表されていないデータも含め

て総合的にしっかりと調べ、整理をし、評価をし、わかりやすい形で地域の方々に提供するとい

うのが本来あるべき姿ではないかと思っておりまして。 

したがって結論はなかなかその前の段階で、整理のされない断片的な段階で評価もなしに、

そういうものを求められたからということだけでパッと提示することが本当にいいのかどうなの

かということについては、ややネガティブ、疑問に私どもとしては現時点ではそう考えておりま

すということでございます。 

 それから環境影響評価について、これはむしろ国のレベルで継続的にご議論いただいている話

でございますので、それについて私どもとして今申し上げるところではないんですけれども、い

ずれにしましてもそういう対象となり得るものとは認識しておりますので、なり得るということ

を十分認識した上で対応していきたいと。 

もともと以前ご説明したことがあろうかと思いますが、国におけるそういう位置づけなり取

り扱いは別にして、ＮＵＭＯはＮＵＭＯとしてしっかりとした環境影響調査といいますか、今日

も提示させていただいておりますけれども、段階ごとに次の段階での環境に対する影響をしっか

りと調査をし、対応策を考えていくというのはＮＵＭＯとしてはやることはしているということ

でございまして。もちろんＮＵＭＯの直轄ではなくて、もうちょっと客観性を持ったやり方のほ

うがいいんじゃないかというご議論は一応認識はしておりますけれども、基本的には現段階では、

私どもとしては同時にしっかりと対応させていただくことを考えておるわけでございます。 
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 質問らしい質問には大体お答えしたかなと思っておりますが、すみません、抜けておりました

ら、また。 

すみません、電気事業者との連携、具体的にどのようになっているかとのお話がございまし

た。私どもとしてもこういう有望地が公表されると、まず反応があるのは電力会社、あるいは支

店とか営業所とかそういうところで恐らく反応があるはずだし、そういうところを通じて私ども

の事業の中身について簡単なところは少なくとも伝えていただきたいというのはございますので、

私ども、今までの努力としては、ほぼ全ての電力会社、ほぼ全ての支店は全て訪問いたしており

ます。そこに営業所の方にも集まっていただいて、私どもの事業の中身をしっかりとお伝えする

ような、あるいは地域において何かそのようなお話があれば伝えていただくような、そういう意

味での情報交換など行っております。有望地公表後に向けた体制強化については、引き続きまた、

まだちょっと公表はできないんですが、引き続き議論しているところでございます。 

すみません、廣江副会長のほうから、もしも…… 

○廣江電気事業連合会副会長 

よろしいですか。委員長。 

○増田委員長 

それじゃ、廣江さん。 

○廣江電気事業連合会副会長 

ありがとうございます。今のご質問でございますが、再度、専務理事がお話になられたとお

りでございます。さまざまな反応が起こることは大変私ども期待をしておりますが、その問い合

わせはＮＵＭＯさんであることがあると思いますが、やはり相当部分は地域の電力会社に来るで

あろうと。それは当然のことだろうと思います。 

今もお話がございましたが、私どもとしましては、全社員、全職場がそれに対応できるとい

うのが理想でございますが、なかなかそうはいかないのも実態でございまして、明確には窓口と

いうようなものをつくって、それをお示しするということをしたいと思っています。 

現在どういう単位でつくるかは検討中でございます。会社によっては少し組織が違いますの

で、その辺の調整をしておりますが、基本的には、支店、支社といわれる組織ごとにはつくりた

いなと。全体をあわせますと70ぐらいになると思いますが、大体、各都道府県で２つぐらいとい

うことになると思いますが、こういった単位で緊急に窓口をつくり、それを明確に事前にお示し

するということをいたしたいと思っています。 

それぞれＮＵＭＯさん、あるいは私どものほうに入ってきました問い合わせ等につきまして

は、お互いに連絡を密に取り合って、まずは私どもで対応するのか、それともご関心は非常に高
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く、また緊急度はそれほどないということであれば、東京からＮＵＭＯさんにお越しいただいて

対応いただくといったことの対応を厳選しながらやっていかなきゃいけないというふうに考えて

いるところでございます。 

以上でございます。 

○増田委員長 

ありがとうございます。 

近藤理事長、何かございましたら。もしあれば。 

○近藤理事長 

 １つ、２つお話しいたします。１つは規制委員会の関係ですが、一般論としては、繰り返し申

し上げていますように、こうしたプロセスにおいて安全性に関する関心は大変強いわけですから、

しかも国の制度として安全審査というプロセスがあるわけですから、その責任を有する行政機関

の顔が見えるということは極めて重要だという思いで、重たいと申し上げているわけですけれど

も。委員ご指摘のように、どうコミットしてくるのかということについては、これはまさしく設

計問題だと思っていまして、これも各各様だと思いますけれども、私どもの今考えていますこと

を率直に申し上げますと、例えば現在、サイト特性制度ですね、ジェネリックと申しますけど、

日本国のどこかに地層処分場を建設した場合にどういうことになるかということで、設計ができ

るのかと。いわゆる代表的な岩といいますでしょうか。そういう言葉が本当にあるのかという疑

問もあるんですけど、さまざま工夫しながら、不確実性の海の中で泳ぎつつ、ある程度の形を二、

三、作ってみて、それについて、いわゆる安全評価をやっているというサイト、これはそういう

レポートも作成中でありますが。例えばこれにつきましては、これも国際社会の通例ですが、ま

ず国際評価をいただくということで、国際機関、例えば、Nuclear Energy Agencyというところ

にそういう評価をお願いするのかなというふうに思っています。ただ、もちろんしかしこれはそ

ういうものを経た上で、原子力規制委員会に対して提出して、受け取っていただいて、コメント

いただければ幸いと。 

今、我々として申し上げるのはそういうことなんですけど、しかし大事なことはそういう格

好を通じてサブスタンスをもってコミュニケーションをして、私どももそうやった形で成長して

いきますので、規制委員会におかれてもそういう意味で、しからばこういう審査基準とか、ある

いは設計基準とか、評価基準とか、そういうものを国としても持つ。当然さまざまな国は持って

いますし、国際的には標準的な安全基準があるわけですから、それを日本として使うのか、使わ

ないかということについても、多分そこである種の意見の集約というものが行われるのかと思っ

ていますので、そういう格好で総合的なやりとりを通じて、科学的有望地の公表の段階において
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も、科学的有望地の定義自体についても多分原子力規制委員会はご意見あるのかもしれませんけ

れども、そういうものを含めてさまざまな情報交換をしていく格好で、お互いに、変な言い方で

すけれども、成長していくというか、そういうプロセスを追求していくのが妥当なのかなという

ふうに思っているところであります。 

 それからもう一つは、寿楽委員からご指摘がありましたさまざまなプロセスにおけるある種の

公正性の担保をどうするかと。これは文献調査の段階に入りますと、主催者が自治体になるわけ

ですから、基本的には。ですからそこはその責任において、自治体の意思決定にかかわるプロセ

スにおける合意性という観点から、さまざまな客観性、透明性の確保ということがなされると思

うんですけれども、その手前の段階をどうするか。ここはおっしゃっていたように悩ましい問題

があります。 

そこでしばしば起こる現象は、地域の分断という問題です。ご指摘のとおりだと思うんです

けれども。分断という言葉は、ポジティブにはあれなんですが、アクティブにもリアクティブに

も使える言葉なので、結果として生ぜざるを得ないような部分も当然あるわけですが、ある意思

を持った人がいる限り、それに反する意思や違う意思を持った人がいるということは避けられな

いわけですが、その中でどうするかという問題ですが、私どもは決して分断を求める立場ではな

いわけで、ですから排除のほうには使わないとか、分断を求めるものはそういうポリシーだけは

きちんと絶えず表明していくということは、まずは入り口として大切かなと思っています。その

次の段階で手続について開かれた仕組みをなるべく議論の場として使っていただくということも

絶えず口にして申し上げていくべきだというふうに思っています。 

 それからレポートの作成等についても、結局はそこはある種オフィシャルなものだとすれば、

そこでチェッカーのレビューとか、パブリックコメントとか、さまざまな手段をついてある種の

公平性の担保というのはありますので、それをどこまでやれば十分かということについては、そ

れは関係したときに押していくことが大切というふうに思っています。 

 最後もう一つだけ、教育の問題をおっしゃいまして、先日私ども、教育関係者に、この地層処

分の問題について取り上げていただく方を応援するという仕組みを持っていまして、学校関係者

にそういう活動の成果を関係者に披露し合う全国研修会というのが開催されまして、何人かの方

もたしか会場でお見かけしたと思いますけれども、そういう格好でやっていただいています。 

ただ、そこで非常に重要なのは、まさに押しつけじゃないということで、子供たちにそうい

う特定のものを押しつけるという格好じゃないということは大事だということ、それは私どもが

言うまでもなく、教育に対している方が非常にそこをセンシティブに考えておられるということ

を、その報告を聞いてＮＵＭＯは認識を新しくしたんですけれども。 
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ただ、非常にこういう現代社会における複雑な問題について、若いときからディベートの材

料とすることによって多面的な思考力が養われるという観点で非常にいい材料だという意味で、

教材として使っていただくという、私どもは多分その点に取りあえずは徹していくのかなという

ふうに改めて思いをいたした次第でございまして、ここも非常に大事な問題でありながら難しい

問題であろうと思いますけど、教育の現場の方のご意見を踏まえつつ、意図するところを生かし

ていただくように後方支援するのが私どもの仕事だというふうに思っています。 

 以上です。 

○増田委員長 

ありがとうございます。 

それでは、小林課長お願いします。 

○小林放射性廃棄物対策課長 

たくさんのご意見をいただきましてありがとうございます。国の立場からおさらいすべきと

ころ何点かありましたので、順次と思います。ＮＵＭＯが有望地提示後に地域に入って対話を進

めていくのと並行して、国はどのような取り組みを進めていくのかということを具体的に示して

いくべきではないかというお話だったと思います。 

今日の資料でいきますと、ＮＵＭＯの資料の中の７ページ、もともと昨年の秋の全国シンポ

ジウムで、国とＮＵＭＯの方からあわせて国民の皆様にご提示をした資料、これは若干、緑の部

分がリバイスされていますが、大きなコンセプトとしてはこのとおり昨秋から説明をしているわ

けでございます。 

緑のところと並行して、オレンジがずっと基盤として右のほうに続いているということが非

常に大事なことだと思っております。この地層処分事業というものの公共性であるとか、必要性

であるとか、したがってＮＵＭＯの諸活動のよって立つところを、大きな意味でこれは国民全体

の社会の課題であるということでしっかりと政策的な観点で支えていくというのが国の役割だと

思っております。また、それが、国が前面に立つというふうに申し上げていることの大きな意味

合いでもあろうと思っております。 

昨年から委員の皆様にもご協力をいただきまして、いろいろなところに出かけていって、シ

ンポジウムであるとか、もしくは自治体の説明会であるとかいうようなことをさせていただいて

おりますけれども、この先もそうしたことに取り組んで、今申し上げたようなことについての多

くの方々のご理解を得ていくと。そしてやがては地層処分事業に広い意味での協力を得ていくと

いうことを目指していくということが、我々の取り組みだと思っております。 

これまでご議論いただいているような内容も、有望地の提示より前の段階で一度整理をして、
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国民の皆様にお示しをし、それでまたご意見を頂戴しながら相互理解を深めていくと。自治体と

の関係も同じように考えたいと思っています。そうした取り組みをしていきたいということも、

このワーキングで１月にも申し上げたとおりでございます。 

それから他省庁が関係するようなところ、広い意味での制度設計ですね、何人かの委員から

もご指摘いただきました。透明性であるとか公平性に配慮し、特に地域の方々が納得感とか安心

感を持てるような設計をしていくというのも国の役割で、成果が上がれば、経済産業省がその中

心的役割を担うということでございます。 

以上、次回のワーキンググループまでにＮＵＭＯとも相談をしますが、皆様にこれまでいた

だいたものとしてきちんと整理をしていきたいと考えております。 

よろしくお願いします。 

○増田委員長 

よろしいですか、以上で。今日、各委員の皆様方から二巡しようかなと思っていたんだけど、

どうも時間が来てしまったのでちょっと難しくなりましたが、今日のご意見について、今ありま

したように、ＮＵＭＯとそれから国の方でよく整理をして、冒頭申し上げましたように４月まで

に３つのこと、対話の進め方、それから今日少し議論した社会科学的観点、それから次回このこ

とも議論しようと思っていますが、地域支援のあり方、それについて一度議論の整理を行って、

その後、国やＮＵＭＯの国民との対話活動につなげていただきたいと、こんなふうに思っており

ます。 

したがいまして、今日の議論の整理を次回また出していただくということになりますので、

そこで委員の皆様方からご意見をいただきたいと思います。どうしてもその関係で、今日この場

でお話をしていきたいという方があれば手を挙げていただいて。よろしゅうございますかね。そ

れでは次回に、また前広にご意見をいただきたいと思いますので。 

それからあと、資料はできるだけ早めにつくって、次回この場に臨む前に委員の皆さん方に

は案の段階で結構ですから提示していただいて、議論しやすいようにお願いをしたいと思います。 

今日は以上でありますが、では、あと次回日程等、事務局のほうからお願いいたします。 

○小林放射性廃棄物対策課長 

次回につきましては、今の委員長の整理に基づいて順次ご準備してご相談をさせていただき

たいと思います。参考資料２として配付したものは、もう時間の関係上、すみません、ご紹介は

省略させていただきます。多くの委員の方にも幾つかの場に参加をいただきまして、今日も吉田

委員であるとか、崎田委員であるとか、それぞれ現場での雰囲気などをご紹介いただきましたけ

れども、その内容を紹介したものでございます。 
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それから後半、教育関係のところは、先ほどＮＵＭＯから言及がありましたので、そのよう

にご理解いただければと思います。 

以上でございます。 

○増田委員長 

ありがとうございました。 

それでは第26回放射性廃棄物ワーキングは以上にしたいと思います。どうもありがとうござ

いました。 

－了－ 


